
 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）仕様書 

 

１ 件名 

  自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入 

 

２ 納入場所 

  別紙のとおり 

  

３ 納入期限 

  令和８年２月２７日（金） 

   

４ 数量 

  １３セット 

 

５ 購入機器（ＡＥＤ一式） 

  購入機器は以下により１セットとする。 

 ⑴ ＡＥＤ本体 １台 

 ⑵ バッテリー １式 

 ⑶ 成人小児共用電極パッド １組 

 ⑷ レスキューセット  １式 

   レスキューセットには、除細動を補助する用具（衣服等の切断するもの、汗等を拭き取る

もの、体毛等を除去するもの、感染防御用品、人工呼吸補助用具）を最低限収納すること。 

 ⑸ キャリングバック １個 

   キャリングバックは、屋外等への搬出が可能であるとともに、購入機器一式を収納でき、

ＡＥＤ本体と一体で使用できること。 

 

６ 機器の仕様等（参考想定品：ＡＥＤ-３１００） 

 ⑴ ＡＥＤ本体 

  ア 「日本版救急蘇生ガイドライン２０２０」に適合する機器であること。 

  イ 日本語での音声指示アナウンスによる操作ガイダンス機能を備え、除細動器の使用経験

がなくても適切な操作が可能であること。 

  ウ 出力波形は二相性であること。 

  オ ＡＥＤ本体の耐用期間は８年以上であり、－５℃から５０℃の環境下で常時設置及び救

助に使用可能で、ＩＥＣ規格ＩＰ５５以上の防塵・防水性能を有していること。 

  カ バッテリーは、装着時から約４年程度の待機寿命、もしくは１６０回以上の除細動回数

の容量があり、残量の確認が容易に可能であること。 

  キ ＡＥＤ本体、バッテリー及び電極パッド等のセルフテストを行うチェック機能を有し、

異常時にアラーム音を発する機能を有すること。 

  ク 各納入場所に設置してあるＡＥＤスタンド（日本光電ＡＥＤスタンドケースＹＺ－ 



０３８Ｈ９）に収納可能な大きさであること。 

 

７ その他 

 ⑴ 納品するＡＥＤは、未使用品であること。 

 ⑵ 納品するＡＥＤは全て同一規格の製品とし、複数の製品が混在しないようにすること。 

 ⑶ ＡＥＤは持ち出して使用するため、電源配線や電話配線などは無いものとすること。 

 ⑷ 納入に当たっては、事前にまちづくり推進課に連絡することとし、各納入場所の施設管理

者と日程調整を行うこと。 

 ⑸ 各施設の既存ＡＥＤ撤去及び廃棄は本入札の金額に含めないこと。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

 

納入場所一覧 

 

№ 施 設 名 称 所 在 地 

１ 下矢作多目的研修センター 陸前高田市矢作町字諏訪４４番地 

２ 矢作多目的研修センター 陸前高田市矢作町字鍋谷６番地２ 

３ 生出多目的集会センター 陸前高田市矢作町字二田野３６番地６ 

４ 横田基幹集落センター 陸前高田市横田町字黄金山４３番地１ 

５ 定住促進センター 陸前高田市竹駒町字館４４番地 

６ 漁村センター 陸前高田市気仙町字牧田１７番地 

７ 自然環境活用センター 陸前高田市米崎町字川向１４番地１ 

８ 小友地区コミュニティセンター 陸前高田市小友町字柳沢２５番地１ 

９ 広田地区コミュニティセンター 陸前高田市広田町字前花貝２２２番地１ 

１０ 総合交流センター（プール事務室） 陸前高田市高田町字太田５番地 

１１ 総合交流センター（エントランスホール） 陸前高田市高田町字太田５番地 

１２ 陸前高田市スポーツドーム 陸前高田市高田町字山苗代３７番地１２ 

１３ 気仙大工左官伝承館 陸前高田市小友町字茗荷１番地２３７ 

 


